
盗難自動車等の処分の防止に関する法律案（概要） 
 

 自動車盗難の認知件数は、H15 のピーク時に比べればかなり減少したが、近年は増加

傾向で、R7 は 6,386 件にのぼり、その検挙率は 37.3％にとどまっている。 

 犯罪グループにより盗まれた自動車は、ヤードに持ち込まれることもあり、そこで不

正に解体され、あるいは、コンテナ詰めされるなどの作業が行われている。 

 ヤード規制について条例を設けている県・市もあるが、条例規制の地理的限界もあり、

自動車盗難問題に効果的に対処するためには、全国レベルでの対応が求められる。 

 

 

１ 特定自動車等解体保管業※に係る措置 

  ※ 自動車及び自動車の部品（＝自動車等）の解体又は保管を行う事業 

 ① 特定自動車等解体保管業を営む場合の都道府県公安委員会への届出義務 
   （氏名/名称、事業所の所在地等） 

 ② 自動車等の受取りの相手方の本人確認等 

   ・ 自動車等の受取時の相手方の本人確認義務 

   ・ 相手方の本人確認に関する記録の作成及び 3 年の保存義務 

 ③ 自動車検査証等の確認等 

   ・ 自動車の受取時の自動車検査証等に記録/記載された所有者の確認義務 

   ・ 自動車検査証等の写しの作成及び 3 年の保存義務 

 ④ 取引記録の作成等 

   ・ 自動車等の受取り又は引渡しを行った場合の相手方の氏名等、取引の 
内容の詳細等に関する記録の作成及び 3 年の保存義務 

 ⑤ 警察官への申告 

   ・ 受取りに係る自動車等が盗品に由来するものである疑いがあると認めた
場合における警察官への申告義務 

 ⑥ 監督措置 

   ・ 特定自動車等解体保管業を営む者に対する指示、 
営業停止命令並びに報告徴収及び立入検査 

２ 自動車等の盗難防止に資する情報の周知 

   ・ 自動車盗難の被害に遭うおそれが大きい者に対する 
盗難防止に資する情報の周知 

３ その他 

 ① 都道府県公安委員会から関係行政機関又は関係地方公共団体への照会又は協力要請 

 ② 条例との関係 

   ・ この法律に定めるもののほか、地方公共団体が条例で必要な規制を定めること 
を妨げず 

 ③ １の違反（⑤及び⑥の指示違反を除く）に対する罰則規定の整備 

 ④ 法施行後 3 年を目途とした１の措置についての検討及び所要の措置の実施 

※ 公布日から 3 月以内の政令で定める日から施行 

背景事情 

概 要 
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盗難自動車等の処分の防止に関する法律案要綱 

 

第１ 総則 

１ 目的 

  この法律は、自動車等の窃取を防止するためには盗難自動車等の処分を防止

することが重要であることに鑑み、特定自動車等解体保管業について自動車等

の受取りの相手方の氏名等の確認を義務付ける等の措置を講ずること等により、

自動車等の窃取の防止に資することを目的とする。      （第１条関係） 

 

２ 定義 

  この法律において、用語の意義を次のとおり定める。    （第２条関係） 

⑴ 自動車 道路運送車両法第２条第２項に規定する自動車をいう。 

⑵ 自動車等 自動車及び自動車の部品（自動車又は自動車の部品が切断され

た後に残存する物を含む。以下同じ。）をいう。 

⑶ 盗難自動車等 窃取された自動車等をいう。 

⑷ 特定自動車等解体保管業 自動車等の解体（自動車等から自動車の部品を

分離し、又は自動車等を切断することをいう。以下同じ。）又は保管を行う事

業をいう。 

 

第２ 盗難自動車等の処分の防止のための特定自動車等解体保管業に係る措置 

１ 特定自動車等解体保管業の届出 

  特定自動車等解体保管業を営もうとする者は、事業所ごとに、氏名又は名称、

住所、事業所の所在地等を、当該事業所の所在地を管轄する都道府県公安委員

会に届け出なければならない。            （第３条第１項関係） 

 

２ 氏名等の表示 

  １による届出をした者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、その氏名

等を表示するとともに、一定の場合を除き、その氏名等をインターネットによ

り公衆の閲覧に供しなければならない。           （第５条関係） 

 

３ 名義貸しの禁止 

  １による届出をした者は、自己の名義をもって、他人に特定自動車等解体保

管業を営ませてはならない。                （第６条関係） 

 

４ 本人特定事項の確認 

  特定自動車等解体保管業を営む者は、自動車等の受取りを行おうとするとき

は、一定の場合を除き、当該受取りの相手方から身分証明書等の提示を受ける

こと等の方法により、当該受取りの相手方について、本人特定事項の確認を行
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わなければならない。                   （第７条関係） 

 

５ 本人確認記録の作成等 

  特定自動車等解体保管業を営む者は、本人確認（４による本人特定事項の確

認をいう。以下同じ。）を行った場合には、直ちに、当該本人確認に関する記録

（以下「本人確認記録」という。）を作成し、これを３年間保存しなければなら

ない。                          （第８条関係） 

 

６ 自動車検査証等の確認等 

  特定自動車等解体保管業を営む者は、自動車の受取りを行おうとするときは、

当該受取りの相手方から自動車検査証等の提示を受け、当該自動車の所有者と

して記録され又は記載された者の確認を行うとともに、当該自動車検査証等の

写しを作成し、これを３年間保存しなければならない。    （第９条関係） 

 

７ 取引記録の作成等 

  特定自動車等解体保管業を営む者は、自動車等の受取り又は引渡しを行った

場合には、直ちに、相手方の氏名又は名称及び住所、受取り又は引渡しの年月

日、自動車等の品目及び数量、自動車等の特徴その他の事項に関する記録（以

下「取引記録」という。）を作成し、これを３年間保存しなければならない。 

                              （第 10 条関係） 

 

８ 警察官への申告 

  特定自動車等解体保管業を営む者は、受取りに係る自動車等が盗難自動車等

に由来するものである疑いがあると認めたときは、直ちに、警察官にその旨を

申告しなければならない。                 （第 11 条関係） 

 

９ その他 

⑴ 特定自動車等解体保管業を営む者に対する指示、営業停止命令並びに報告

徴収及び立入検査に係る規定を設ける。  （第 12 条から第 14 条まで関係） 

⑵ その他所要の規定を整備する。 

 

第３ 自動車等の盗難の防止に資する情報の周知 

  警視総監又は道府県警察本部長、方面本部長及び警察署長は、自動車等の盗難

の防止に資する情報を、自動車等の所有者等に周知するよう努めなければならな

い。                            （第 16 条関係） 

 

第４ その他 

１ 都道府県公安委員会は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関



3 

又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。 

                              （第 17 条関係） 

２ 使用済自動車の再資源化等に関する法律、古物営業法等による規制を受ける

場合の適用除外に係る規定を設ける。            （第 21 条関係） 

３ この法律の規定は、地方公共団体が、この法律に規定するもののほか、自動

車等の解体又は保管を行う者による自動車等の受取り又は引渡しに関し条例で

必要な規制を定めることを妨げるものではない。       （第 22 条関係） 

４ その他所要の規定を整備する。 

 

第５ 罰則 

１ 第２の９⑴の営業停止命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、１

年以下の拘禁刑若しくは 100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

                              （第 23 条関係） 

２ 次のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、６月以下の拘

禁刑若しくは 100 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。（第 24 条関係） 

⑴ 第２の１の届出義務の違反（無届営業） 

⑵ 第２の３の名義貸しの禁止の違反 

３ 次のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、６月以下の拘

禁刑又は 30 万円以下の罰金に処する。           （第 25 条関係） 

⑴ 第２の４の本人確認又は第２の６の自動車検査証等の確認の違反 

⑵ 第２の５の本人確認記録の作成・保存の違反 

⑶ 第２の６の自動車検査証等の写しの作成・保存の違反 

⑷ 第２の７の取引記録の作成・保存の違反 

４ 次のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30 万円以下の

罰金に処する。                      （第 26 条関係） 

⑴ 第２の１の届出義務の違反（虚偽届出・添付書類の虚偽記載） 

⑵ 第２の９⑴の報告徴収・立入検査に係る違反 

５ その他必要な罰則を設ける。 

 

第６ 施行期日等 

１ 施行期日 

  この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。                 （附則第１条関係） 

 

２ 経過措置 

 所要の経過措置を定める。         （附則第２条及び第３条関係） 

 

３ 検討 
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  政府は、この法律の施行後３年を目途として、第２の実施状況を勘案し、必

要があると認めるときは、第２について検討を加え、その結果に基づいて所要

の措置を講ずるものとする。              （附則第４条関係） 
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す
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取
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お
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
受
取
り
の
相
手

方
か
ら
身
分
証
明
書
等
（
身
分
証
明
書
、
運
転
免
許
証
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利



 
 

 

五 

用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
そ
の
他
の
相
手

方
の
住
所
、
氏
名
及
び
年
齢
又
は
生
年
月
日
を
証
す
る
資
料
（
一
を
限
り
発
行
さ
れ
又
は
発
給
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を

い
う
。
）
の
提
示
を
受
け
る
こ
と
そ
の
他
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
受
取
り
の
相
手
方
に
つ

い
て
、
本
人
特
定
事
項
（
自
然
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
氏
名
、
住
居
（
本
邦
内
に
住
居
を
有
し
な
い
外
国
人
で
国
家
公

安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
）
、
生
年
月
日
及
び
職
業
を
い
い
、

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
過
去
に
受
取
り
の
相
手
方
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
者
か
ら
の
受

取
り
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
当
該
受
取
り
に
係
る
代
金
の
支
払
を
そ
の
者
の
預
金
又
は
貯
金
の
口
座
へ
の
振
込
み
に
よ
り
行

う
と
き
そ
の
他
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
む
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
等
の
受
取
り
の
相
手
方
の
本
人
特
定
事
項
の
確

認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
会
社
の
代
表
者
が
当
該
会
社
の
た
め
に
当
該
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
む
者
と
の
間
で

受
取
り
に
係
る
取
引
を
行
う
と
き
そ
の
他
の
当
該
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
む
者
と
の
間
で
現
に
当
該
取
引
の
任
に

当
た
っ
て
い
る
自
然
人
が
当
該
相
手
方
と
異
な
る
と
き
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
確
認
に
加
え
、
当



 

 
 

 

六 

該
取
引
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
自
然
人
に
つ
い
て
も
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
本
人
特
定
事
項
の

確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

自
動
車
等
の
受
取
り
の
相
手
方
が
国
、
地
方
公
共
団
体
、
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
で
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
相
手
方
の
た
め
に
当
該
受
取
り
に
係
る
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
む
者
と
の
間
で
現
に
当
該
受
取

り
に
係
る
取
引
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
自
然
人
を
受
取
り
の
相
手
方
と
み
な
し
て
、
第
一
項
本
文
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

（
本
人
確
認
記
録
の
作
成
等
） 

第
八
条 

特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
む
者
は
、
本
人
確
認
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
等
の
受
取
り
の
相
手

方
の
本
人
特
定
事
項
の
確
認
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
現
に
自
動
車
等
の
受
取
り
に
係
る
取
引
の
任
に
当
た
っ
て
い

る
自
然
人
の
本
人
特
定
事
項
の
確
認
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
直

ち
に
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
本
人
確
認
に
係
る
本
人
特
定
事
項
、
当
該
本
人
確
認
の
た
め

に
と
っ
た
措
置
そ
の
他
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
に
関
す
る
記
録
（
次
項
及
び
第
二
十
五
条
第
二
号
に
お
い

て
「
本
人
確
認
記
録
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
む
者
は
、
本
人
確
認
記
録
を
、
当
該
本
人
確
認
記
録
に
係
る
受
取
り
の
行
わ
れ
た
日
か



 
 

 

七 

ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
自
動
車
検
査
証
等
の
確
認
等
） 

第
九
条 
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
む
者
は
、
第
七
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
自
動
車
の
受
取
り
を
行
お
う
と
す
る

と
き
は
、
当
該
受
取
り
の
相
手
方
か
ら
当
該
自
動
車
に
係
る
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
条
の
自
動
車
検
査
証
そ
の
他
の
国
家

公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
五
条
第
三
号
に
お
い
て
「
自
動
車
検
査
証
等
」
と
い
う
。
）

の
提
示
を
受
け
、
当
該
自
動
車
検
査
証
等
に
当
該
自
動
車
の
所
有
者
と
し
て
記
録
さ
れ
又
は
記
載
さ
れ
た
者
の
確
認
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
む
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
示
を
受
け
た
自
動
車
検
査
証
等
の
写
し
を
作
成
し
、

こ
れ
を
当
該
自
動
車
検
査
証
等
に
係
る
自
動
車
の
受
取
り
の
行
わ
れ
た
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
取
引
記
録
の
作
成
等
） 

第
十
条 

特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
む
者
は
、
自
動
車
等
の
受
取
り
又
は
引
渡
し
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
、
国

家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
記
録
（
次
項
及
び
第
二
十
五
条
第
四
号
に
お
い

て
「
取
引
記
録
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

 
 

 

八 

 
一 

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

 

二 
受
取
り
又
は
引
渡
し
の
年
月
日 

 

三 

自
動
車
等
の
品
目
及
び
数
量 

 

四 

自
動
車
等
の
特
徴 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項 

２ 

特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
む
者
は
、
取
引
記
録
を
、
当
該
取
引
記
録
に
係
る
受
取
り
又
は
引
渡
し
の
行
わ
れ
た
日

か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
警
察
官
へ
の
申
告
） 

第
十
一
条 

特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
む
者
は
、
取
引
の
態
様
そ
の
他
の
事
実
に
照
ら
し
て
、
受
取
り
に
係
る
自
動
車

等
が
盗
難
自
動
車
等
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
警
察
官
に
そ
の
旨
を
申
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
指
示
） 

第
十
二
条 

公
安
委
員
会
は
、
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
む
者
又
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
（
次
条



 
 

 

九 

及
び
第
二
十
八
条
に
お
い
て
「
代
理
人
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
営
み
又
は
従
事
す
る
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
に
関
し
、

こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
他
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定

自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
利
用
し
た
盗
難
自
動
車
等
の
処
分
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定

自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
む
者
に
対
し
、
本
人
確
認
の
確
実
な
実
施
を
図
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る

べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
営
業
停
止
命
令
） 

第
十
三
条 

公
安
委
員
会
は
、
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
む
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
等
が
そ
の
営
み
若
し
く
は
従
事

す
る
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
に
関
し
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
他
の
法
令
の
規
定
に
違

反
し
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
当
該
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
利
用
し
た
盗
難
自
動
車
等
の
処
分
を
防
止
す
る
た
め

特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
又
は
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
む
者
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
違
反
し
た
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
む
者
に
対
し
、
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当

該
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
） 



 

 
 

 

一
〇 

第
十
四
条 

公
安
委
員
会
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
む
者
に

対
し
、
そ
の
事
業
に
関
し
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
警
察
職
員
に
、
事
業
所
若
し
く
は
事
務
所
に
立
ち
入

り
、
自
動
車
等
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
警
察
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
盗
難
自
動
車
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
） 

第
十
五
条 

公
安
委
員
会
は
、
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
利
用
し
た
盗
難
自
動
車
等
の
処
分
の
防
止
に
資
す
る
た
め
、
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
盗
難
自
動
車
等
に
関
す
る
情
報
を
電
子
メ
ー
ル
（
特
定
電
子
メ
ー
ル

の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。）

の
送
信
、
印
刷
物
の
配
布
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
三
章 

自
動
車
等
の
盗
難
の
防
止
に
資
す
る
情
報
の
周
知 

第
十
六
条 

警
視
総
監
又
は
道
府
県
警
察
本
部
長
、
方
面
本
部
長
及
び
警
察
署
長
は
、
自
動
車
等
の
盗
難
の
防
止
に
資
す
る
情



 
 

 

一
一 

報
を
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
の
利
用
、
印
刷
物
の
配
布
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
自
動

車
等
の
所
有
者
そ
の
他
の
自
動
車
等
に
つ
き
盗
難
に
遭
う
お
そ
れ
が
大
き
い
者
に
周
知
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
四
章 

雑
則 

 

（
関
係
行
政
機
関
へ
の
照
会
等
） 

第
十
七
条 

公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
に
関
し
、
関
係
行
政
機
関
又
は
関
係
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、

照
会
し
、
又
は
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
方
面
公
安
委
員
会
へ
の
権
限
の
委
任
） 

第
十
八
条 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
道
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
方
面
公

安
委
員
会
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
十
九
条 

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
政
令
又
は
国
家
公
安
委
員
会
規
則
を
制
定
し
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
政
令
又
は
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、

所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 

 
 

 

一
二 

 
（
国
家
公
安
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
） 

第
二
十
条 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

 

（
適
用
除
外
） 

第
二
十
一
条 

こ
の
法
律
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
七
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
が
同
法
第
四
十

九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
整
備
と
し
て
行
う
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

一 

第
三
条
の
規
定 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
二
条
第
十
七

項
に
規
定
す
る
関
連
事
業
者
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
関
連
事
業
者
」
と
い
う
。
） 

 

二 

第
十
一
条
の
規
定 

古
物
営
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
号
）
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
警
察
官
に
申

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
け
る
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
古
物
商
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
古
物
商
」

と
い
う
。
） 

３ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
又
は
措
置
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 



 
 

 

一
三 

 
一 

第
七
条
の
規
定 

関
連
事
業
者
が
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
一
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第

七
項
若
し
く
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
管
理
セ
ン
タ
ー
（
同
法
第
百
十
四
条
に
規
定
す
る
情
報
管
理
セ
ン
タ
ー
を
い

う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
報
告
し
た
事
項
又
は
古
物
商
が
古
物
営
業

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
と
っ
た
措
置 

 

二 

第
十
条
の
規
定 
関
連
事
業
者
が
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
若
し
く
は
第
六
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
情
報
管
理
セ
ン
タ
ー
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お

い
て
報
告
し
た
事
項
又
は
古
物
商
が
古
物
営
業
法
第
十
六
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
帳
簿
等
に
記
載
を
し
、
若
し
く
は
電
磁

的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に

よ
り
記
録
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
当
該
記
載
若
し
く
は
当
該
記
録
を
し
た
事
項 

 

（
条
例
と
の
関
係
） 

第
二
十
二
条 

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
が
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
自
動
車
等
の
解
体
又
は
保

管
を
行
う
者
に
よ
る
自
動
車
等
の
受
取
り
又
は
引
渡
し
に
関
し
条
例
で
必
要
な
規
制
を
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な

い
。 



 

 
 

 

一
四 

 
 

 

第
五
章 

罰
則 

第
二
十
三
条 

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若

し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

第
二
十
四
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く

は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

 

一 

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
ん
だ
と
き
。 

 

二 

第
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

第
二
十
五
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

一 

第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

二 

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
本
人
確
認
記
録
を
作
成
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
本
人
確
認
記
録
を
作
成
し
、
又

は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
本
人
確
認
記
録
を
保
存
し
な
か
っ
た
と
き
。 

 

三 

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
自
動
車
検
査
証
等
の
写
し
を
作
成
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
自
動
車
検
査
証
等
の



 
 

 

一
五 

写
し
を
作
成
し
、
又
は
自
動
車
検
査
証
等
の
写
し
を
保
存
し
な
か
っ
た
と
き
。 

 

四 
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
取
引
記
録
を
作
成
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
取
引
記
録
を
作
成
し
、
又
は
同
条
第

二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
取
引
記
録
を
保
存
し
な
か
っ
た
と
き
。 

第
二
十
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。 

 

一 

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
関
し
虚
偽
の
届
出
を
し
、
又
は
同
項
の
添
付
書
類
で
あ
っ
て
虚
偽
の
記
載
の
あ

る
も
の
を
提
出
し
た
と
き
。 

 

二 

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
届
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
、
又
は
同
項
の
添
付
書
類
で
あ
っ
て

虚
偽
の
記
載
の
あ
る
も
の
を
提
出
し
た
と
き
。 

 

三 

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若
し
く
は
虚

偽
の
資
料
を
提
出
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に

よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
。 

第
二
十
七
条 

第
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 



 

 
 

 

一
六 

第
二
十
八
条 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
等
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
第
二
十
三
条
か

ら
前
条
ま
で
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑

を
科
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
ん
で
い
る
者
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算

し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
引
き
続
き
当
該
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
も
う

と
す
る
者
は
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
特
定
自
動
車
等
解
体
保
管
業
を
営
ん
で
い
る
者
は
、
こ
の
法

律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
」
と
す
る
。 



 
 

 

一
七 

 
（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
三
条 

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）

は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

（
検
討
） 

第
四
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
第
二
章
の
規
定
の
実
施
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 





 
 

 

一
九 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

自
動
車
等
の
窃
取
を
防
止
す
る
た
め
に
は
盗
難
自
動
車
等
の
処
分
を
防
止
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
特
定
自

動
車
等
解
体
保
管
業
に
つ
い
て
自
動
車
等
の
受
取
り
の
相
手
方
の
氏
名
等
の
確
認
を
義
務
付
け
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
等
の
必

要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


